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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　包装シート上に吸収性物品が配置された状態で、包装シートの縦方向の両端部が中央側
に折り返され、一方の端部が他方の端部の上に重ね合わされ、幅方向中央部における前記
一方の端部の表面から前記他方の端部の表面にかけて粘着テープが貼付されるとともに、
幅方向の両端縁がシールされてなる構造において、
　前記包装シートは、厚さが１０～６０μｍのポリエチレンシート、ポリプロピレンシー
ト、又はポリウレタンシートであり、
　前記包装シートに対する前記粘着テープの剥離強度は０．５～５．０Ｎ／２５ｍｍであ
り、
　前記包装シートの一方の端部における少なくとも前記粘着テープの貼付部分が、シート
が裏側に折り返され且つ裏面に対して一体化された二重シートとして形成されていること
を特徴とする吸収性物品の個別包装構造。
【請求項２】
　前記包装シートの一方の端部における少なくとも前記粘着テープの貼付部分は、シート
が裏側に折り返されかつ裏面に対して剥離可能に接着されることにより前記二重シートと
して形成されており、かつこの裏面側への折り返し部分の少なくとも先端部に後処理用止
着手段が設けられている、請求項１記載の吸収性物品の個別包装構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、生理用ナプキン等の吸収性物品の個別包装構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、吸収性物品は、複数個まとめた形態で販売され、使用に際しては一つずつ用いら
れている。特に生理用ナプキンにおいては、衛生面の観点から、吸収性物品を一つずつ包
装する個別包装が行われている（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　従来の一般的な個別包装形態を、図８及び図９に示した。一枚の薄いポリエチレンフィ
ルム等からなる包装シート１上に、三つ折り等された生理用ナプキン２が配置された状態
で、包装シート１の縦方向の両端部１Ａ，１Ｃが中央部１Ｂ側に折り返され、一方の端部
１Ａが他方の端部１Ｃの上に重ね合わされ、一方の端部１Ａの表面から他方の端部１Ｃの
表面にかけて粘着テープ３が貼付され、封止されている。図中の「＊」印は粘着テープの
粘着剤を示している。また、幅方向の両端縁は重なり合う部分１Ｄ，１Ｄが加熱エンボス
等によりシールされている。かくして、包装シート１によりナプキン２が包装された個別
包装体Ｐが構成されている。
【０００４】
　かかる個別包装においては、粘着テープ３を包装シート１の他方の端部１Ｃ側から一方
の端部１Ａ側へ引き剥がしていくと、粘着テープ３が包装シート１の他方の端部１Ｃから
完全に剥離された後、包装シート１の一方側端部１Ａが粘着テープ３を介して持ち上げら
れ、両側縁のシール１Ｄ、１Ｄが順次引き剥がされた後に開封されるようになっている。
【０００５】
　また、この包装シート１は、使用済みのナプキンを包んで捨てる若しくは捨てるまで持
ち歩くためにも使用され（以下、後処理ともいう）、この場合、ナプキン２を包装シート
１上に配置した状態でこれらを粘着テープ３側とは反対側の端部１Ｃを始端として巻いた
後、終端を粘着テープ３で止めるといった使用法が採られている。
【０００６】
　しかしながら、このような従来の個別包装構造においては、使用済みナプキンの後処理
に適するように粘着テープの粘着特性を設定すると、開封に要する力が強くなり、粘着テ
ープを力強く引っ張った勢いで包装シートが破け、粘着テープが外れてしまうことがあっ
た。このため、開封の容易さに重点を置いて粘着力を弱めに設定すると、今度は粘着テー
プが剥離し易くなり、包装シートの封止力が低下するだけでなく、後処理における再粘着
力が不十分となってしまう。つまり、開封の容易性と後処理における再粘着力の確保とは
相反する要素であり、これらを両立するのは非常に困難であった。
【特許文献１】実登第２５８９６０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで、本発明の主たる課題は、開封の容易性と後処理における再粘着力の確保とを両
立することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決した本発明は、次記のとおりである。
　＜請求項１記載の発明＞
　包装シート上に吸収性物品が配置された状態で、包装シートの縦方向の両端部が中央側
に折り返され、一方の端部が他方の端部の上に重ね合わされ、幅方向中央部における前記
一方の端部の表面から前記他方の端部の表面にかけて粘着テープが貼付されるとともに、
幅方向の両端縁がシールされてなる構造において、
　前記包装シートは、厚さが１０～６０μｍのポリエチレンシート、ポリプロピレンシー
ト、又はポリウレタンシートであり、
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　前記包装シートに対する前記粘着テープの剥離強度は０．５～５．０Ｎ／２５ｍｍであ
り、
　前記包装シートの一方の端部における少なくとも前記粘着テープの貼付部分が、シート
が裏側に折り返され且つ裏面に対して一体化された二重シートとして形成されていること
を特徴とする吸収性物品の個別包装構造。
【０００９】
　（作用効果）
　本発明者らは、鋭意研究した結果、粘着テープの粘着力の調整だけで、開封の容易性と
後処理における再粘着力の確保とを両立するのは極めて困難であり、根本的な解決策が必
要であるとの認識に立ち本発明をなしたものである。
【００１０】
　すなわち、本発明では、包装シートの一方の端部における少なくとも粘着テープ貼付部
分が一体化二重シートにより形成されていることで、当該部分が他の部分と異なり高強度
となり、粘着テープの粘着力を弱めず、したがって後処理における再粘着力を十分に確保
しても、包装シートの破断による粘着テープの外れを防止できるようになる。
【００１１】
　なお、当初、包装シートの素材厚さを増加させることも考えられたが、この場合、包装
シートの柔軟性が損なわれ、樹脂フィルムを用いる場合にはプラスチックのような質感（
プラスチックライク）になってしまうことや、加圧や加熱シール部分のシール強度が高く
なり易く、このシール部分の剥離音が大きくなるといった問題点があったため、これを回
避すべく、本発明では上述の所定部分のみ二重シートとする構成を採用したものである。
【００１２】
　なお、本発明における「包装シート」とは、吸収性物品を包む最も外側のシートを意味
する。また、本発明における「一体化」とは、包装シートの開封時に外れない程度に固定
され、シート２枚で開封による引張力を分担しうるように一体化されていることを意味す
る。
【００１３】
　また、包装シートの一方の端部は、シートが裏側に折り返され且つ裏面に対して一体化
されることにより二重シートとして形成されていると、製造が容易であり、一体性も高く
なる。
【００１４】
【００１５】
　＜請求項２記載の発明＞
　前記包装シートの一方の端部における少なくとも前記粘着テープの貼付部分は、シート
が裏側に折り返されかつ裏面に対して剥離可能に接着されることにより前記二重シートと
して形成されており、かつこの裏面側への折り返し部分の少なくとも先端部に後処理用止
着手段が設けられている、請求項１記載の吸収性物品の個別包装構造。
【００１６】
　（作用効果）
　かかる構造においては、裏側への折り返し部分を剥離することにより、包装シートの一
方の端部が延長されるとともに、この延長された部分に後処理用止着手段が設けられてい
るため、使用済みの物品が体液吸収により膨張していても、また緩く包んだとしても、容
易かつ確実に包んで再封止することができる。また従来のように、包装封止用の粘着テー
プを再利用する場合、粘着力の低下は避け得ないものであるが、本項記載の発明では、後
処理専用の止着手段を別途設ける構造となっているため、粘着を利用する場合であっても
粘着力の低下を抑制でき、また後処理に適した粘着力に調整したり、他の止着手段を採用
したりすることもできる。
【発明の効果】
【００１７】
　以上のとおり、本発明によれば、開封の容易性と後処理における再粘着力の確保とを両
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立することができるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態について詳説する。
　図１及び図２は、本発明に係る個別包装された吸収性物品の例を示しており、吸収性物
品としての生理用ナプキン２と、これを包む包装シート１とから構成されている。包装シ
ート１の素材としては、ポリエチレンシート、ポリプロピレンシート、ポリウレタンシー
トが使用される。また、包装シート１の厚さは１０～６０μｍ、特に１０～３０μｍの範
囲内にあると、剥離音の低下や布のような質感（クロスライク）を確保できる。
【００１９】
　図３の展開状態からも判るように、本実施形態の包装シート１は、縦長矩形をなしてお
り、その幅はナプキン２の幅よりも広く採られており、長さはナプキン２よりも若干短い
程度とされている。縦方向の一方の端部においては、ナプキン２の端縁が包装シート１の
端縁から若干中央側にずらされて配置されており、他方の端部においてはナプキン２の端
縁が包装シート１の端縁から若干はみ出すように配置されている。ナプキン２の裏面は、
例えば包装シート１上に接着固定された図示しない離形シート上に、図示しない粘着剤等
を介して剥離可能に固定される。
【００２０】
　包装状態では、包装シート１上にナプキン２が配置された状態で、他方の端部１Ｃ（以
下内側端部という）が内側となり、その上の外側に一方の端部１Ａ（以下、外側端部とい
う）が重なり、一体的に三つ折りされている。さらにこの三つ折り状態で、包装シート１
の外側端部１Ａの表面から内側端部１Ｃの表面にかけて粘着テープ３が貼付されている。
粘着テープ３は、テープ基材の裏面に粘着剤（図２中に「＊」印で示した）を塗布してな
るものであり、摘み易くするために、先端部３ａが裏側に折り返されて粘着剤により裏面
に固定されている。また、図示のように幅の狭い粘着テープ３を用いる場合には、幅方向
の全体をシールできないため、幅方向に沿って線状に弱い加熱シールを施すのが好ましい
。他方、両側縁（幅方向の両端縁）１Ｄ、１Ｄは加熱エンボスシール等によりシールされ
ている。
【００２１】
　この粘着テープ３と包装シート１とを接合するための粘着剤としては、スチレン系ブロ
ックポリマー等の粘着主剤、粘着付与剤、軟化剤、酸化防止剤を配合し、スチレン相とゴ
ム相との２相ブロック構造を保持した粘着剤等を用いることができる。スチレン系ブロッ
クポリマーとしては、ＳＥＢＳ、ＳＩＳ、ＳＢＳ、ＳＰＳ等を挙げることができる。粘着
付与剤としては、軟化点が８０℃以上で、分子量が４００～２０００であるＣ５系石油樹
脂、Ｃ９系石油樹脂、Ｃ５／Ｃ９系石油樹脂、αピネン、βピネン又はジペンテンの共重
合体であるポリテルペン樹脂、ロジン系樹脂、若しくはこれらの水添物等が挙げられる。
上記軟化剤としては、軟化点が１０℃以下で平均分子量が２００～７００のプロセスオイ
ル、各種可塑剤、ポリブテン、液状樹脂等が挙げられる。
【００２２】
　また、粘着テープ３の剥離強度は、０．５～５．０Ｎ／２５ｍｍとされる。剥離強度の
調整は、包装シート１表面に凹凸を設ける、離型処理を施す等により調整することができ
る。なお、ここにいう剥離強度は、引張試験機（例えば、株式会社オリエンテック製テン
シロン）を用い、２５ｍｍの幅で粘着された粘着テープと包装シートとを、互いに１８０
°反対向きに３００ｍｍ／ｍｉｎの速度で引っ張って引き剥がす際のピーク値を意味する
ものである。
【００２３】
　そして、本発明に従って、包装シート１の外側端部１Ａは、シート基材が裏側に折り返
され且つ裏面に対して一体化されることにより二重シートとして形成されている。このシ
ート基材相互の一体化は、シート２枚で開封による引張力を分担しうるように一体化され
ていれば良く、接着（粘着含む）や溶着（加熱シール含む）等の適宜の手段を用いること
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ができる。かくして、外側端部１Ａにおける粘着テープ３の貼付部分は二重シート構造と
なり、粘着テープ３の粘着力を後処理に適した強さに設定し、図２に矢印で示すように、
開封時に粘着テープ３を強く引っ張ったとしても、包装シート１が破断して粘着テープ３
が外れるといった事態には至りにくくなる。
【００２４】
　他方、図示例は、特に好ましい形態を示しており、包装シート１の外側端部１Ａを二重
シート構造とするだけでなく、二重シートとするために折り返した部分１Ｅを対向面に対
して剥離可能に接着するとともに、この折り返し部分１Ｅの少なくとも先端部に後処理用
止着手段４を設けている。
【００２５】
　折り返し部分１Ｅを剥離可能に接着するための手段は、図１中にはハッチングで示され
る範囲Ｎとして、また図２中には「＋」印で示されている。この接着手段としては、例え
ば前述の粘着テープ３と同様の粘着剤や、ホットメルト接着剤を用いることができる。剥
離強度は前述の粘着テープと同様の範囲とすることができる。剥離強度を調整するために
、包装シート１における粘着剤等塗布面と対向する面１Ｘに離形処理を施すのも好ましい
形態である。離形剤としては、シリコーン樹脂系、フッソ樹脂系、オクタデシルイソシア
ネート系のものを好適に用いることができる。これら粘着剤等は、粘着テープと対応する
基端側（折り返し線側）部分にのみ塗布したり、折り返し部分の全体に連続的もしくは断
続的パターンで塗布したりすることができる。この塗布パターンによっても剥離強度を調
整できる。
【００２６】
　後処理用止着手段４としては、図示のように粘着テープ４等を別途設けたり、上記粘着
剤を利用して構成したりすることができる。具体的には、図１、図２～図４に示のように
、折り返し部分１Ｅにおける粘着テープ３と対応する基端側部分にのみ幅方向全体にわた
り粘着剤等Ｎを塗布し、対向シート基材を剥離可能に接着するとともに、折り返し部分１
Ｅの先端部から非二重部分にかけて後処理用粘着テープ４を貼付する形態が好適である。
図２中の「＃」印は後処理用粘着テープ４の粘着剤を示しており、この粘着テープ４にお
いても、摘み易くするために、先端部４ａが折り返されて粘着剤に固定されている。
【００２７】
　また、図５及び図６に示すように、折り返し部分１Ａにおける粘着テープ３と対応する
基端側部分１Ｐと先端部分１Ｆとに幅方向全体にわたり粘着剤（図中の範囲Ｍ１，Ｍ２及
び「＋」印）を塗布し、対向シート基材を剥離可能に接着し、先端部分の粘着剤Ｍ１を（
場合によっては粘着剤Ｍ２をも）後処理用止着手段とすることもできる。折り返し部分１
Ｅの全体に粘着剤を塗布して、全体を後処理用止着手段として構成することもできるが、
粘着剤使用量が多くなる点で好ましくない。
【００２８】
　これらの例においては、図４及び図６に示されるように、外側端部１Ａにおける折り返
し部分１Ｅを剥離することにより、包装シート１が延長されるとともに、この延長部分１
Ｘに後処理用止着手段４、Ｍ１が設けられているため、使用済みの物品が体液吸収により
膨張していても、また緩く包んだとしても、容易かつ確実に包んで再封止することができ
る。なお、図４の形態において使用済みナプキンを包んだ状態が図７に示されている。
【００２９】
　また従来のように、包装封止用の粘着テープ３を再利用する場合、粘着力の低下は避け
得ないものであるが、本項記載の発明では、後処理専用の止着手段４、Ｍ１を別途設けて
いるため、粘着による場合であっても粘着力の低下を抑制でき、また後処理に適した粘着
力に調整したり、他の止着手段を採用したりすることもできる利点がある。
【００３０】
　（その他）
　本発明には、図１０に示すように、包装シート１の外側端部１Ａにおける粘着テープ３
の貼付部分を含む範囲１Ｇの裏面に、包装シート１とは別体の補強シート１０を固定した
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【産業上の利用可能性】
【００３１】
　本発明は、生理用ナプキン以外にも、失禁用パッド、使い捨て紙おむつ等の公知の吸収
性物品に適用でき、特に衛生面が商品イメージにおいて重要な問題となる吸収性物品に好
適である。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明を適用した個別包装体の平面図である。
【図２】本発明を適用した個別包装体の縦断面を概略的に示した図である。
【図３】本発明を適用した個別包装体の展開状態を示した平面図である。
【図４】包装シートの延長部分を展開した平面図である。
【図５】他の例における縦断面を概略的に示した図である。
【図６】他の例における包装シートの延長部分を展開した平面図である。
【図７】後処理形態を示した平面図である。
【図８】一般的な構造の個別包装体の斜視図である。
【図９】一般的な構造の縦断面を概略的に示した図である。
【図１０】本発明の他の例における縦断面を概略的に示した図である。
【符号の説明】
【００３３】
　１…包装シート、２…生理用ナプキン、３…粘着テープ、４…後処理用止着手段。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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